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生
産
年
齢
人
口
の
定
義
と
高
齢
者
の
就
労
状
況
と
の
関
係
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

一
般
的
に
十
五
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
人
口
を
生
産
年
齢
人
口
と
い
う
。
平
成
十
六
年
版
少
子
化
社
会
白
書
に
お
い
て

は
、
生
産
年
齢
人
口
は
「
社
会
を
担
う
中
核
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
社
会
の
多
様
性
が
進
む
中
で
、
定
年
と
い
う
個
人
差

を
無
視
し
て
一
定
年
齢
に
達
し
た
ら
退
職
を
行
う
と
い
う
価
値
基
準
に
対
し
て
も
、
否
定
的
に
捉
え
る
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
十
四
号
に
よ
る
改
正
、
改
正
法

は
令
和
三
年
四
月
一
日
施
行
）
に
お
い
て
、
七
十
歳
ま
で
の
就
労
機
会
確
保
が
努
力
義
務
と
し
て
規
定
さ
れ
た
（
同
法
第
十
条

の
二
第
一
項
柱
書
前
段
）
。 

 

そ
こ
で
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

一 

政
府
と
し
て
、
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
に
お
い
て
、
七
十
歳
ま
で
の
就
労
機
会
確
保
が
努
力
義
務

と
し
て
規
定
さ
れ
た
こ
と
を
勘
案
し
て
、
六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
以
下
の
人
口
が
平
成
十
六
年
版
少
子
化
社
会
白
書
に
お
い

て
記
載
さ
れ
た
「
社
会
を
担
う
中
核
」
の
人
口
に
含
ま
れ
る
と
考
え
る
か
。 

二 

本
職
は
、
個
々
人
が
い
つ
ま
で
働
く
か
を
自
己
決
定
す
べ
き
と
考
え
る
こ
と
か
ら
、
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関

す
る
法
律
に
お
い
て
、
七
十
歳
ま
で
の
就
労
機
会
確
保
が
努
力
義
務
と
し
て
規
定
さ
れ
た
趣
旨
を
尊
重
し
て
、
生
産
年
齢
人



 

２ 

 

口
の
定
義
を
十
五
歳
以
上
七
十
歳
以
下
へ
と
変
更
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
と
し
て
如
何
。 

 

右
質
問
す
る
。 


